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学校再開について（通知）

平素より、学校における感染症対策にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。

みだしのことについて、下記の理由により、学校再開を決定しましたのでお知らせいたします。

、 、保護者の皆様におかれましては 引き続き感染症拡大防止についてご協力いただきますとともに
学校再開に向けての準備をお願いいたします。

記

１ 学校の再開

令和３年６月２１日（月）から学校を再開し、通常登校とする。

２ 学校を再開する理由

( )市内における感染状況が減少傾向にあるため。1
( )児童生徒や家族等の感染者が減少傾向にあるため。2

、 。( )感染リスクを低減する対策を講じることにより 教育活動が可能であると判断できるため3
( )持続的な児童生徒の学びを保障するため。4

３ 給食の実施について

給食は６月２１日（月）から開始する。

４ 保健安全について

①学校にて発熱が確認された場合は、保護者に引き取りをお願いします。

②児童生徒または同居者に風邪症状（発熱、鼻水、咳、倦怠感等）がある時は登校を控えてくだ
さい。その場合は欠席となりません。

③生徒または同居家族が濃厚接触者の場合は、登校を控えてください。その場合は欠席となりま

せん。

（ 、 、 、 ） 、 。④教職員においても風邪症状 発熱 鼻水 咳 倦怠感等 が見られる場合は 出勤させません

５ 部活動等について

(1) 緊急事態宣言中の部活動は、原則休止とします。(特措法第24条第９項)。

→但し、８月末までに、九州・全国大会の予選を兼ねた県内大会・地区大会やコンクー

ル等を控えた場合に限り、必要最小限の人数にて、学校長の許可の下行うこと。平日

の活動時間は、90分以内(個人練習を含む、早朝練習は行わないこと)、土日休日は、２時

間以内(準備片付けミーテイング等は含まない)とすること。

( )期間中、練習試合や合宿等については、行わないこと。2
( )県内、県外大会やコンクールの参加については、各団体の感染対策ガイドラインに則り、十分3

な連携のもと、慎重に検討し、学校長の判断で参加すること。

※上記の対応は、令和３年６月17日時点のものであり、今後の状況や文部科学省、厚生労働省、県

教育委員会等の方針により随時、 旨、ご承知おきください。変更の可能性もあり得る
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